
 
⻘森⼤学⼊学者選抜・継続⽀援管理委員会⼊学者選抜選考部会内規 

 

（⽬的） 

第 1 条 この内規は、⻘森⼤学⼊学者選抜・継続⽀援管理委員会（以下「委員会」という。）
規程第３条第４項の規定に基づき、委員会⼊学者選抜選考部会（以下「部会」という。）
の運営等に関し、必要な事項を定める。 

 

 （審議事項） 

第２条 部会は、次の事項を審議する。  
 （１）⼊学者選抜⽅法（⼀般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜、⼤学⼊学共通テスト利 

⽤選抜、特定地域内学部選抜、社会⼈特別選抜、留学⽣選抜及び編⼊学選抜）に関す
る質保証を⾏うため、⼊学試験における多様な能⼒を評価する個別選抜の⽅法を検
討し、⼊学者選抜の実施案（要項・作題等）を策定すること。 

 （２）⻘森⼤学⼊学者選抜ガイド及び特待制度ガイドの策定に関すること。 

 （３）⼤学⼊学共通テストの実施に関すること。 

 （４）その他⼊学者選抜における重要事項及び質保証に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 （１）学科⻑ 

 （２）別地キャンパス⻑ 
 （３）学部の⼊学試験実施委員会委員のうちから各学部１名 

 （４）経営戦略局⻑ 

 （５）別地キャンパス事務局⻑ 

 （６）⼊試課⻑ 

 （７）その他アドミッション・オフィサーに指名された者 
 （８）その他学⻑が指名した者 
２ 部会が必要と認めるときは、委員以外の教職員を部会に出席させることができる。 

 

 （委員の任命及び任期）  
第４条 前条第１項第３号の委員は、学⻑が任命する。 

２ 前条第１項の委員の任期は４⽉１⽇から１年とし、再任を妨げない。ただし、補⽋の委
員の任期は前任者の残任期間とする。 
 

（部会⻑及び副部会⻑） 

第５条 部会に部会⻑を置き、委員のうちから学⻑が指名する者をもって充てる。 

２ 部会⻑は部会を主宰し、その議⻑となる。 

３ 部会に副部会⻑を置き、委員のうちから学⻑が指名する者をもって充てる。 



４ 副部会⻑は、部会⻑を補佐し、部会⻑に事故あるときはその職務を代理する。 

 

 （部会の成⽴及び議決） 

第６条 部会は、委員の３分の２の出席をもって成⽴する。この場合において、第３条第１
項第１号及び第３号に規定する委員のうち、少なくとも各学部において、それぞれ１名以
上の出席を必要とするものとする。 

２ 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するとこ
ろによる。 

３ 部会⻑がやむを得ないと事情と判断した場合は、代理の者の出席を認める。 

 

 （改廃） 
第７条 この内規の改廃は、委員会の議を経て、学⻑が⾏う。 
 
 （庶務） 
第８条 部会の庶務は、経営戦略局⼊試課が処理する。 
 
 
  附 則 
この内規は、令和５年６⽉２８⽇から施⾏する。 
 
  附 則 
この内規の改正は、令和６年４⽉１⽇から施⾏する。 
 


